
空き家優良物件化支援補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家の有効活用及び流通の促進を図ることを目的に、空き家のリ

ノベーションや家財の整理などを行う者に対し、その費用の一部を補助する空き家優良

物件化支援補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、氷見市補助金等交付規則

（以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 空き家 人の居住又は使用に供されていない専用住宅又は併用住宅（集合住宅を除

く。） 

 (2) 所有者 空き家の所有権又は賃貸を行うことができる権利を有する者 

 (3) リフォーム 住宅の機能又は性能を回復、維持、向上させるために、修繕、補修、

模様替え等の工事を行うこと 

 (4) 転入者 市外から氷見市に転入する予定の者又は転入した日以後２年を経過してい

ない者（転入予定日又は転入日直前に１年間以上氷見市外に居住していた者に限

る。） 

（補助対象空き家） 

第３条 補助金の交付の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）は次の各

号に掲げる要件を全て満たすものとする。 

 (1) 本市の区域内に存すること。 

 (2) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 

 (3) 補助金の交付の対象となる工事等（以下「補助対象工事等」という。）に、現に着

手していないこと。 

(4) 国、県又は本市の他の制度により補助金の交付を受けていないこと。ただし、併用

住宅における居住部分とは関連の無い部分に対する補助金の交付についてはこの限り

でない。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

 (1) 補助対象空き家を活用し、流通しようとする当該空き家の所有者 



 (2) 補助対象空き家の所有者から当該空き家を賃借し、転入者に転貸しようとする者

（以下「転貸者」という。） 

２ 補助対象者は、補助対象空き家を氷見市空き家情報バンク制度要綱第４条第１項の規

定により氷見市空き家情報バンクに１０年間登録し、転入者（所有者及び転貸者の３

親等以内の親族を除く。）に賃貸するものとする。 

３ 補助対象者は、市のホームページへの掲載等、市の広報において事例として紹介する

ことについて了承しなければならない。 

４ 前項に基づく了承について、補助対象者が所有者と異なる場合は、あらかじめ所有者

の同意を得なければならない。 

５ 補助対象者は、次のいずれにも該当する者であってはならない。 

 (1) 市税の滞納のある者 

 (2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第

６号に規定する暴力団員である者 

６ 補助対象者は、補助金の交付の決定通知があった日の属する年度内に補助対象工事等

を完了しなければならない。 

（関係権利者との同意） 

第５条 補助対象者が当該空き家の所有権の一部を有する場合は、所有権の過半の持ち分

を有する者の同意で足りるものとする。 

（補助対象工事等） 

第６条 補助対象工事等は、次の各号に掲げるものとする。ただし、活用又は流通させる

ために必要なものとして市長が認めるものに限る。 

(1) リフォーム工事 

(2) 家財の整理、撤去等 

（工事等施工者の要件） 

第７条 前条の補助対象工事等を施工する者は、本市の区域内に本店又は主たる事務所を

置いている者（個人事業者を含む。）でなければならない。 

（補助対象費用） 

第８条 補助金の交付の対象となる費用（以下「補助対象費用」という。）は、補助対象

工事等に要する費用とする。ただし、次の各号に掲げるものに係る費用は除く。 

(1) 家具（カーテン及びブラインドを含み、造り付けのものは除く。）、電化製品（エア

コンを含む。）、暖房器具及び照明器具等の備品、インテリア雑貨等に係るもの 

(2) 電信、電話及び通信等設備に係るもの（建物内の工事に係るものを除く。） 



(3) 外構工事に係るもの 

（補助金の額等）  

第９条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象費用の２分の１以内（その額に

１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、３，０００千

円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第１０条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事等の着手前に、空き家優

良物件化支援補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

(1) 付近見取図 

(2) 誓約書（様式第２号） 

(3) 補助金算出書（様式第３号） 

(4) 補助事業に要する費用の見積書 

(5) 補助事業の計画図面 

(6) 補助事業の着手前の状況を示す写真（補助対象空き家の全景写真及び補助対象工事

等に係る部位ごとの写真） 

(7) 補助対象工事等の実施に対する所有者の同意書（第４条第１項第２号に該当する場

合） 

(8) 所有者であることを証する書類又は補助対象空き家を所有者から賃借していること

を証する書類 

(9) 所有者及び転貸者の納税証明書（発行日から３月以内のもの） 

(10) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定に基づく補助金の申請があった場合には、その内容を審査し、交

付することが適当と認めたときは、規則第４条の規定に基づき、速やかに交付の決定を

行うものとする。 

（補助対象工事等の内容変更） 

第１１条 規則第６条の規定による決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、補助対象工事等の内容を変更しようとするときは、あらかじめ空き家優良物

件化支援補助金内容変更申請書（様式第４号）に、次の各号に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、

この限りでない。 

(1) 補助金算出書（変更）（様式第５号） 



(2) 変更後の見積書 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、補助対象工事等の内容変更を承認し、空き家優良物件化支援事業費補助金内

容変更承認通知書（様式第６号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 交付決定者は、補助対象工事等の完了後速やかに空き家優良物件化支援補助金

実績報告書（様式第７号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 補助事業に要した費用の内訳を示す書類 

(2) 補助事業に要した費用を支出したことを証する書類 

(3) 補助事業の実施中及び完了後の状況を示す写真（補助対象空き家の全景写真及び補

助対象工事等に係る部位ごとの写真） 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の取消及び補助金の返還） 

第１３条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する状況に至った場合

は、市長は、補助金を次の各号の区分に応じて、期限を定めて返還を求めることができ

る。 

(1) 誓約書に記載された内容に違反した場合 １～４補助金の全額、５ 別表に基づき

算出した額 

(2) 補助事業完了後１０年以内に、リフォーム後の空き家を氷見市空き家情報バンクか

ら抹消又は転入者以外の者に賃貸した場合（活用方法等がまちの活性化等に資すると市長

が認める場合を除く。） 別表に基づき算出した額 

(3) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があった場合、補助金の全額 

（細則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

     この要綱は、平成２７年１２月１８日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 



  この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行し、同日以降に契約が締結された補助

対象工事等について適用する。ただし、改正後の第４条第２項の規定は、この要

綱の施行前に実施した補助対象工事等にも適用する。 

附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行し、同日以降に契約が締結された補助

対象工事等について適用する。 

附 則 

  この要綱は、令和４年９月１日から施行し、同日以降に契約が締結された補助

対象工事等について適用する。ただし、改正後の別表（第１３条関係）の規定

は、この要綱の施行前に実施した補助対象工事等にも適用する。 

 

別表（第１３条関係） 

経過年数 返還額（個人） 返還額（事業者） 

１年未満 補助金の全額 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の全額 

１年以上２年未満 補助金の９０％ 

２年以上３年未満 補助金の８０％ 

３年以上４年未満 補助金の７０％ 

４年以上５年未満 補助金の６０％ 

５年以上６年未満 補助金の５０％ 

６年以上７年未満 補助金の４０％ 

７年以上８年未満 補助金の３０％ 

８年以上９年未満 補助金の２０％ 

９年以上１０年未満 補助金の１０％ 

１０年以上 返還なし 返還なし 

 


